
令和8(2026)年に史跡指定50周年・公園開園25周年
を迎える池上曽根史跡公園。歴史を学び体験すると
ともに、イベントやスポーツも楽しめる多目的広場
を有した史跡公園として生まれ変わります！

記念品（希望者のみ）
★1万円以上のご寄附：多目的広場
にお名前を掲出します。
★10万円以上のご寄附：多目的広
場にお名前と手形を掲出します。

寄附方法
・インターネットサイト「さとふる」でオンライン支払い
・インターネットサイト「CAMPFIRE」でオンライン支払い
・産業振興室商工来訪促進担当窓口で現金支払い、
郵便局支払い（申請書の記入が必要）

お問い合わせ
ふるさと納税制度について 和泉市産業振興室 商工来訪促進担当 TEL 0725-99-8171

実施事業内容について 和泉市教育委員会 生涯学習部 文化遺産活用課 TEL 0725-99-8163


